
（平成１９年４月２５日） 部等名 政 策 秘 書 室

件
山梨県経済財政会議の設置について

名

○ 趣 旨

経

本県経済の活性化を図るための政策や行財政運営の基本方針等について、

緯 有識者の意見を聞く場を設け、その意見・提言を今後の県政運営に反映させる

ことを目的に設置する。

○ 設置根拠

山梨県経済財政会議設置要綱

内 <組 織> 議長及び委員１２人以内で構成

<所掌事務> 次の事項に関する審議及び提言

・行財政運営の基本に関する事項

・経済及び産業の振興に関する事項

・国土形成計画等、県勢進展に資する施策の推進に関する事項

○ 会議の構成

別紙名簿のとおり

容

○ 第１回会議の開催予定

・日 時 平成１９年５月２２日（火） 午後２時から

・場 所 甲府市中央1-7-15 古名屋ホテル

政策秘書室政策推進担当（内線１０１２）

（直通２２３－１５５３）



山 梨 県 経 済 財 政 会 議 設 置 要 綱

（設置の目的）

第１条 山梨県の財政基盤の強化を図り、「暮らしやすさ日本一」の県づくりに向けた施策の推進

に資するため、山梨県経済財政会議（以下「経済財政会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 経済財政会議は、次に掲げる事項について審議し、必要に応じて知事に提言を行う。

( ) 行財政運営の基本に関する事項1
( ) 経済及び産業の振興に関する事項2
( ) 国土形成計画その他県勢進展に資する施策の推進に関する事項3

（組織）

第３条 経済財政会議は、議長及び委員１２人以内をもって組織する。

（議長）

第４条 議長は、知事をもって充てる。

２ 議長は、会務を総理し、経済財政会議を代表する。

３ 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

（委員）

第５条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

( ) 県特別顧問1
( ) 経済又は財政に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱又は任命するもの2

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

（会議）

第６条 経済財政会議は、議長が招集する。

（専門部会）

第７条 経済財政会議は、第２条に規定する事項の一部に係る調査及び審議をさせるため、専門

部会を置くことができる。

２ 専門部会に属すべき者は、委員の中から、議長が指名する。

３ 専門部会に部会長を置き、前項の規定により議長が指名した委員の中から、議長が指名す

る。

４ 第４条第２項、第３項及び第６条の規定は、部会長について準用する。

（資料提出の要請等）

第８条 経済財政会議及び専門部会は、必要があると認めるときは、県部長等に対して、資料の

提出、意見の開陳、説明等を求めることができる。

（庶務）

第９条 経済財政会議の庶務は、政策秘書室において処理する。

（委任）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、経済財政会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議

に諮って定める。

附 則

この要綱は、平成１９年４月２５日から施行する。





山梨県行政改革推進本部

平成１９年４月２５日 （ 企 画 部 ）

件
新しい行政改革大綱策定の基本方針について

名

○平成19年 3月 県議会２月定例会において行政改革大綱を策定する旨を表明

経 国、地方を通じ、大変厳しい財政環境の中、行政改革は、県民が「暮らしや

すさ日本一」と言えるような豊かさを実感できる山梨に再生するため、最優先

で取り組まなければならない課題である。

今後、できるだけ早期に、県庁改革や、財政再建の取組などを内容とする新

緯 たな行政改革の大綱を策定する。

○平成19年 4月 山梨県行政改革推進本部を設置

○新しい行政改革大綱策定の基本方針を別紙のとおりとした。

内

容

（ 問い合わせ先 ）

新行政システム課 行革・政策評価担当 内線１２２２ 直通 055-223-1777
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新しい行政改革大綱

策定の基本方針

第１ 趣 旨

国、地方を通じ、大変厳しい財政環境の中、県民が「暮らしやすさ日本一」とい

えるような豊かさを実感できる山梨に再生するため、行政改革は最優先で取り組ま

なければならない課題である。

本県では、これまで２次にわたる「行財政改革プログラム」を策定し、県債発行

の計画的削減、県単独補助金の見直し、新たな定員削減計画の策定など各般の行政

改革に取り組んできた。

しかし、プログラムの策定後 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革、

の推進に関する法律 （平成１８年法律第４７号）及び「競争の導入による公共サ」

」（ ） 、ービスの改革に関する法律 平成１８年法律第５１号 が成立・施行されるなど

簡素で効率的な行政の実現に向け、さらに取り組むべき新たな課題が明らかにされ

るとともに、行政改革の更なる推進のための新たな手法も制度化された。

また、先般、県民が真の豊かさを実感でき 「暮らしやすさ日本一」と思えるよ、

うな県づくりを進めるため、新たな県政運営の基本方針となる行動計画（アクショ

ンプラン）の策定に着手したところであり、本年末の決定に向け、現在、策定作業

を進めているところである。

こうした状況を踏まえ、県庁改革や財政再建の取組などを計画的かつ効果的に推

進するため、新しい行政改革の大綱（以下、単に「大綱」という ）を策定し、県。

庁一丸となって、改革を推進していく。

第２ 策定に当たっての基本的な考え方

(1) 大綱の性格

大綱は、本県の行政改革に関する基本的指針及び具体的な取組内容の総覧として

策定する。

(2) 大綱の構成及び期間

○ 概ね次により構成する。

・ 県行政と財政の現状と課題

・ 改革の柱と改革後の姿

・ 基本戦略

・ 改革の具体的取組
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○ 改革期間は、行動計画（アクションプラン）の計画期間とあわせ、平成１９

（２００７）年度から平成２２（２０１０）年度までの４年間を基本とする。

(3) 留意事項

○ 公約である「政策提言」の確実な履行に向け、速やかに成果が上げられるよ

う、効果的・効率的な取組を進める。

○ 大綱には、新地方行革指針（平成17年3月29日付け総務事務次官通知 「地）、

方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針 （平成18年8月31日付」

け総務事務次官通知）等、地方行革を取り巻く動向を踏まえた取組を盛り込む

こととする。

○ 改革後の県庁及び県財政の姿を、数値目標を用い、できる限り具体的に描写

し、県民に分かり易くするとともに、職員自らの問題として徹底する。

○ 改革後の姿－基本戦略－具体的取組の間の関係を明らかにし、毎年度、成果

の検証と取組の見直しを行うことにより、成果志向の行政改革を推進する。

○ 大綱の記述に当たっては、図表やグラフ等を用い、分かり易いものとなるよ

う配意する。

第３ 大綱の策定方法

(1) 庁内体制

山梨県行政改革推進本部規程（平成１９年４月２３日山梨県訓令甲第１５号）の

規定に基づき、本部、幹事会を設置し、全庁的な体制で大綱策定に取り組む。

(2) 有識者からの意見の聴取

行政改革の重要事項に関し、経済財政会議から、提言を受けることとする。

(3) 県民意見の反映

大綱の策定に当たり、広く県民からの意見、提言をいただくため、県民意見提出

制度実施要綱の規定に基づくパブリックコメントを実施する。
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第４ 策定スケジュール

概ね、次のとおり。

平成１９年 ４月 行政改革推進本部（基本方針決定）

５月～９月 経済財政会議

（３回程度） （行政改革の重要事項に関する調査審議）

１０月 行政改革推進本部（素案の決定）

１１月 パブリックコメントの実施

１１月 経済財政会議

１２月 行政改革推進本部（大綱の決定）




